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１．届出の流れ 

 

 

         ↓ 

 

↓ 

 

↓ 
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※届出には PCをご利用ください。携帯電話、スマートフォン、タブレットには対応してお

りません。 

※届出 URL は、お届けいただいた E メールアドレス（携帯電話、スマートフォン、タブレ

ットのメールアドレスは不可）に自動送信されますが、遅延やメールアドレスの間違いな

どで届かない場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eメールアドレスを入力し申込む 

 

メールを確認し、届出 URLにアクセスする 

 

必要事項を入力する 

送信する 

 

届出の種類を選択する 

 



 

 

２．届出の種類 

 

「譲受け等届出」とは 

・登録票がついた物を受け取った場合に提出する届出です。 

例）新たにアジアアロワナ等をペットショップから購入した場合など 

新たに象牙等を骨董店から購入した場合など 

 

 

 

「住所氏名変更届出」とは 

・登録票がついた物を既にお持ちで、住所又は氏名に変更が生じた場合に提出

する届出です。 

例）引越をして住所が変わった場合など 

結婚をして姓が変わった場合など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．国際希少野生動植物種登録票（以下、登録票）について 

・登録票は、3種類です。 

 

【「個体及びその加工品」の登録票】 

※平成 26年 5月までの登録票。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【「器官及びその加工品」の登録票】 

※平成 26年 5月までの登録票。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【「個体」「個体の加工品」「個体の器官」「個体の器官の加工品」の登録票】 

※平成 26年 6月からの登録票。 

 

・「個体」、「個体の加工品」、「個体の器官」、「個体の器官の加工品」いずれでも

登録票は同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当の区分以外は二重

線で消されています。 



 

 

４．届出受付 

届出の種類を選択し、メールを送信頂くとURLをご連絡します。 

 

 

 

 

・登録票がついた物を受け取った場合 

→①をクリックしてください。利用者手引きは P.８にお進みください。 

例）新たにアジアアロワナ等をペットショップから購入した場合など 

新たに象牙等を骨董店から購入した場合など 

 

 

・登録票がついた物を既にお持ちで、住所又は氏名に変更が生じた場合 

→②をクリックしてください。利用者手引きは P.９にお進みください。 

例）引越をして住所が変わった場合など 

結婚をして姓が変わった場合など 

 

 

 

 

②  

①  



 

 

 

 

 

・「個体及びその加工品」（P.４参照）又は「個体」「個体の加工品」（P.６参照）の登録票を

お持ちの方 

→①をクリックしてください。利用者手引きは P.10にお進みください。 

例）生体のアジアアロワナ、トラのはく製（敷皮を含む）など 

 

 

・「器官及びその加工品」（P.５参照）又は「個体の器官」「個体の器官の加工品」（P.６参照）

の登録票をお持ちの方 

→②をクリックしてください。利用者手引きは P.10にお進みください。 

例）象牙やサイ角、ベンガルヤマネコやビクーナの毛皮製品など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

②  



 

 

 

 

 

・「個体及びその加工品」（P.４参照）又は「個体」「個体の加工品」（P.６参照）の登録票を

お持ちの方 

→①をクリックしてください。利用者手引きは P.10にお進みください。 

例）生体のアジアアロワナ、トラのはく製（敷皮を含む）など 

 

 

・「器官及びその加工品」（P.５参照）又は「個体の器官」「個体の器官の加工品」（P.６参照）

の登録票をお持ちの方 

→②をクリックしてください。利用者手引きは P.10にお進みください。 

例）象牙やサイ角、ベンガルヤマネコやビクーナの毛皮製品など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

②  



 

 

 

 

 

警告文をご確認ください。 

 

（1）同意される場合 

「警告文を確認し、同意したらチェックボックスを押してください。」のチェックボック

スを選択してください。 

 

（2）「メールアドレス」を入力してください。入力間違いに注意してください。 

※携帯電話、スマートフォン、タブレットのメールアドレスは不可。 

 

（3） ボタンをクリックしてください。 

入力されたメールアドレス宛に、当方から「届出受付」のメールを送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

・P.10（2）で入力されたメールアドレス宛に、当方から「届出受付」のメールを送付させ

て頂きます。 

 

・メール内にリンク表示されている届出URLから入力画面に進み、届出を行ってください。 

届出ができる有効期限は 3時間以内です。 

 

・  をクリックすると P.７画面まで戻ります。 

 

 

「譲受け等届出」の場合→P.12へお進みください。 

「住所氏名変更届出」の場合→P.16へお進みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５．譲受け等届出 

 

・現在の住所、氏名等および手元にある登録票に記載されている項目を入力してください。 

・  にカーソルを合わせると各項目の入力内容に関するコメントが表示されます。 

ご参考にして頂きながら入力してください。 

・入力が終わりましたら、  ボタンをクリックしてください。 

  

【ご注意】 

① について 

・100件まで続けて入力できます。何件目かを表す表示になっています。 

② について 

・赤枠の「譲渡し者又は引渡し者の会社」「譲渡し者又は引渡し者の氏名」には、どちらか

又は両方に入力をしてください。 

①  

②  



 

 

 

 

入力した届出内容の確認をしてください。 

 

 

【各ボタンについて】 

・  直前の届出内容入力画面に戻ります。 

 

・  追加で次の届出を入力する場合にクリックしてください。 

登録記号番号、種名、区分又は名称、交付日以外の入力情報がコピーされた P.12の届出

内容入力画面が表示されます。 

 

・  入力された届出が一覧表示されている画面へ進みます。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

・入力した届出内容を修正する場合 

 → ①「修正」をクリックしてください。 

P.12の内容入力画面まで戻りますので、内容の修正をしてください。 

 

・入力した届出内容を削除する場合 

 → ②「削除」をクリックしてください。入力が削除されます。 

 

・追加で新規に別の届出を入力する場合 

 → ③「別の届出を入力」をクリックしてください。 

 

・入力した届出を送信する場合 

 → ④「送信」をクリックしてください。 

送信後、届出内容の変更はできません。 

①  

②  

③  

④  



 

 

 

 

届出完了の画面が表示されます。 

確認事項等がある場合のみ当方からご連絡させて頂きます。 

 

 

【各ボタンについて】 

・  クリックすると入力された届出内容が記載された画面が印刷されます。 

届出内容の確認ができるよう、印刷される事をお勧めします。 

 

・  クリックすると届出完了画面が閉じます。 

 



 

 

６．住所氏名変更届出 

 

 

・手元にある登録票に記載されている「登録記号番号」「種名」等を入力してください。 

 

・「区分又は名称」は登録票の種名の下に記載されているものを選択してください。 

 

・ご不明点は、各項目の  にカーソルを合わせますと入力内容に関するコメントが表示

されます。ご参考にして頂きながら入力してください。 

 

・入力が終わりましたら、  ボタンをクリックしてください。 

 

 

【ご注意】 

① について 

・「登録票」に記載されている種名、区分等を選択してください。 

該当するものが無い場合は、「その他」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

①  



 

 

 

 

・現在の住所、氏名等を入力してください。 

 

・  にカーソルを合わせる入力内容に関するコメントが表示されます。 

ご参考にして頂きながら入力してください。 

 

・前の画面に戻る場合、  ボタンをクリックしてください。 

 

・入力が終わりましたら、  ボタンをクリックしてください。 

 

 

【ご注意】 

赤枠の「会社」「役職」について 

・会社の欄に入力がある場合、役職欄も必ず入力してください。 

 



 

 

 

 

入力した届出内容の確認をしてください。 

 

 

【各ボタンについて】 

・  クリックすると直前の届出内容入力画面に戻ります。 

 

・  入力内容を確認し、誤りがなければ「送信」ボタンをクリックしてください。 

送信後届出内容の変更はできません。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

届出完了の画面が表示されます。 

確認事項等がある場合のみ当方からご連絡させて頂きます。 

 

【各ボタンについて】 

・  クリックすると入力された届出内容が記載された画面が印刷されます。 

届出内容の確認ができるよう、印刷される事をお勧めします。 

 

・  クリックすると届出完了画面が閉じます。 

 


